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中小企業支援室　経営支援課
　　　管理グループ

　　　経営支援グループ
　　　経営革新グループ
　　　協力金グループ
管理グループ

１　室の庶務、連絡調整

室の一般庶務事項を掌理するとともに、室内の連絡調整に関する事務を実施した。
２　マイドームおおさかの維持管理

マイドームおおさかは、府内中小企業の振興発展に寄与することを目的として、大阪府と（財）大阪中央地場産業振興センター（現（公財）大阪産業局）が共同で建設を行った。マイドームおおさかの敷地は（公財）大阪産業局に貸付し、同ビルの維持管理は、昭和62年8月、両者の間でマイドームおおさかビル管理協定を締結の上、行っている。
また、府有部分の一部については、商工関係団体に行政財産の使用許可を行った。
〔マイドームおおさか（概要）〕

	所在地
	大阪市中央区本町橋2番5号

	物件延面積
	31,438.25㎡

	うち府有部分
	5,830.70㎡


　(1) 敷地（土地）の貸付状況

	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	133,815
	127,442
	125,759

	決算額（千円）
	133,815
	127,442
	125,759

	貸付先
	（公財）大阪産業局

	貸付面積（㎡）
	4,381
	（算出）土地総面積×マイドームおおさかビル管理協定書に基づく局持分比率

＝5,419.92×80.8311005％


※年４回に分けて収入

　(2) 行政財産使用許可と維持費

ア　使用許可状況（令和６年度　収入ベース）

	使用許可面積
	許可年月日
	使用許可期間
	備考

	60.56㎡
	R6.4.19
	R6.5.1～R7.3.31
	

	82.18㎡
	R6.7.8
	R6.8.1～R7.3.31
	

	7.5㎡
	R6.7.19
	R6.8.20～R7.3.31
	

	2,031.43㎡
	R7.3.18
	R7.4.1～R8.3.31
	


　　イ　使用許可に伴う収入（商工業使用料）
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	33,692
	33,692
	32,721

	決算額（千円）
	39,694
	33,847
	32,339


　　ウ　維持管理に伴う経費（負担金）
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	60,836
	59,565
	53,359

	決算額（千円）
	57,187
	50,873
	49,504


３　採石法施行に伴う事業

岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取の事業の健全な発展を図ることによって公共の福祉の増進に寄与することを目的とした採石法に基づき、採石業者の登録など、次の事務を行った。

根拠法令　　採石法

　(1) 採石業者の登録及び廃止

採石業を行おうとする者は、採石法に基づく採石業者の登録を受けなければならないことから、業者からの申請に基づく登録事務を行った。

	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	登録申請件数
	1
	0
	0

	登録事項変更届出件数
	9
	17
	12

	承継届出件数
	0
	0
	1

	廃止届出件数
	0
	0
	0

	手数料収入（円）
	18,000
	0
	0


　（令和7年3月31日現在　登録業者数：154件）

　(2) 採石業務管理者試験の実施

採石業者の登録の際には、採石業務管理者を選任することが条件とされており、その資格試験を実施した｡

	年度

項目
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	出願者数
	18
	23
	24

	受験者数
	18
	23
	24

	合格者数
	5
	12
	10

	合格率（%）
	27.8
	52.2
	41.7

	手数料収入（円）
	145,800
	186,300
	194,400


　（令和7年3月31日現在　合格証交付総数：1,034名）

　(3) 採石業務管理者試験の問題作成にかかる都道府県採石法連絡協議会への支出

採石業務管理者試験を実施するにあたり、統一した試験問題を作成するため、協議会が設置され、その運営経費を負担した。

	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	118
	117
	144

	決算額（千円）
	118
	117
	144


４　砂利採取法施行に伴う事業

砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とした砂利採取法に基づき、砂利採取業者の登録など、次の事務を行った。

根拠法令　　砂利採取法

　(1) 砂利採取業者の登録及び廃止

砂利採取業を行おうとする者は、砂利採取法に基づく砂利採取業者の登録を受けなければならないことから、業者からの申請に基づく登録事務を行った。

	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	登録申請件数
	0
	0
	0

	登録事項変更届出件数
	1
	3
	3

	承継届出件数
	0
	0
	0

	廃止届出件数
	1
	0
	0

	手数料収入（円）
	0
	0
	0


（令和7年3月31日現在　登録業者数：119件）

　(2) 砂利採取業務主任者試験の実施

砂利採取業者の登録の際には、砂利採取業務主任者を選任することが条件とされており、その資格試験を実施した｡

	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	出願者数
	12
	9
	14

	受験者数
	12
	8
	14

	合格者数
	9
	7
	8

	合格率（%）
	75.0
	87.5
	57.1

	手数料収入（円）
	97,200
	72,900
	113,400


（令和7年3月31日現在　合格証交付総数：990名）

　(3) 砂利採取業務主任者試験の問題作成にかかる都道府県砂利採取法連絡協議会への
支出

砂利採取業務主任者試験を実施するにあたり、統一した試験問題を作成するため、協議会が設置され、その運営経費を負担した。

	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	58
	40
	57

	決算額（千円）
	58
	40
	57


５　中小企業万博参入促進事業

	
	令和６年度
	令和５年度

	予算額（千円）
	95,903
	104,672

	決算額（千円）
	79,011
	104,647


大阪・関西万博に向けて発生する様々な需要や調達を、地元大阪の事業者が取り込めるよう、受発注を支援する「万博商談もずやんモール」を運用した。

経営支援グループ

１　小規模事業経営支援事業

	
	令和6年度
	令和5年度
	令和4年度

	予算額（千円）
	1,926,524
	1,926,622
	1,926,330

	決算額（千円）
	1,926,187
	1,926,369
	1,925,028


小規模事業者等が経営の安定・改善・革新に向けた取り組みができるよう支援するとともに、まとまりとしての地域産業の活性化を支援するため、商工会及び商工会議所等が実施する事業に対して補助金を交付した。

根拠法令　商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律

２　事業承継税制等に係る事務
事業承継円滑化のための総合的支援を講ずる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく、事業承継税制・金融支援の認定や確認を行った。

認定書及び確認書等の交付状況は、次のとおりである。
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	
	贈与
	相続
	贈与
	相続
	贈与
	相続

	認    定
	133(1)
	41
	138
	31
	106
	34

	年次報告
	530
	178
	446
	160
	303
	150

	特例承継計画　※1
	236
	470(6)
	242(2)

	取消【認　  定】
	2
	6
	7
	10
	7
	6

	取消【事前確認】
	0
	0
	0

	随時報告（株式交換等）
	7
	1
	0

	臨時報告
	2
	0
	2

	切替申請
	31
	14
	14

	金融支援
	24
	19
	28

	災害特例
	0
	0
	0

	合計
	1,190
	1.296
	892


　＊（）内は、個人事業主向けの交付状況（内数）
※1 平成30年度税制改正による特例措置であり、個人事業主向けは令和元年度に創設された。
３　経営資源移転円滑化支援事業

	
	令和6年度
	令和5年度
	令和4年度

	予算額（千円）
	10,000
	10,000
	10,000 

	決算額（千円）
	8,123
	9,428
	9,722 


主に小規模事業者に対し第三者承継（Ｍ＆Ａ）による経営資源の円滑な移転を支援するため、マッチングシステムを運営する民間プラットフォーマー３社と連携し、譲渡を希望する事業者へのハンズオン支援を実施した。

　　士業等に対して事業者をサポートするために必要なスキルを習得する研修を実施し、支援人材として育成した。
事業の目標と実績は以下のとおりである。
	
	令和6年度
	令和５年度
	令和4年度

	
	KPI
	実績
	KPI
	実績
	KPI
	実績

	M&Aマッチングシステムへの登録者数
	50者
	33者
	50者
	46者
	50者
	48者

	スキルアップ研修参加者数
	25名
	103名
	25名
	115名
	25名
	274名


４　【新規】中小企業万博参入促進事業（大阪代表商品販促事業）
	
	令和6年度

	予算額（千円）
	14,080

	決算額（千円）
	14,016


　　大阪府内の中小企業・小規模事業者を対象に、万博を訪れる国内外の訪問者へ訴求できる商品を府内８地域で募集した後、講習会及びワークショップによる商品の磨き上げ支援を行うとともに、百貨店や空港等での販売に向けた調整を行った。

経営革新グループ
１　経営革新支援
中小企業者の創意ある向上発展を図るため、中小企業等経営強化法に基づき府内の中小企業者から申請のあった「経営革新計画」の承認にあたり適宜、助言･指導等を行い、法の適正な執行に努めた。

根拠法令等　中小企業等経営強化法、大阪府附属機関条例
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	4,925
	4,365
	4,195

	決算額（千円）
	4,516
	3,752
	3,336


　(1) 経営革新計画の実績
	
	申請件数
	承認件数

	令和４年度
	79
	77

	令和５年度
	76
	78

	令和６年度
	67
	65


　(2) 承認企業などの支援等
経営革新企業の掘り起しを行うための経営革新セミナーを実施。また、承認企業の異業種交流等を目的とする「経営革新計画承認企業の集い」を、令和６年度は令和７年１月23日に開催。計画達成企業13社、承認企業４社が参加した。
２　市町村等の創業支援力の強化
産業競争力強化法に基づき府内全市町村で策定されている創業支援等事業計画において、都道府県の支援・連携が求められる中、市町村や民間等の創業支援機関の相互連携の促進、ネットワークの強化、創業支援の充実及び支援者のスキルアップを目的に「大阪府内創業支援機関ネットワーク会議」を開催し、創業機運の醸成と創業促進を図った。
　(1) 大阪府内創業支援機関ネットワーク会議の開催
令和６年度　３回開催　参加団体数　217団体
　(2) メールマガジンによる情報送信
Osaka起業家応援メールマガジン
令和６年度メールマガジン登録件数：2,633件　
３　中小企業新商品購入制度

新規性の高い優れた新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る中小企業の販路開拓を支援するため、府が定める基準を満たす新商品を生産等する事業者を認定し、府の機関が随意契約での調達に努める制度を実施した。

根拠法令等　地方自治法施行令第167条の2第1項第4号、大阪府附属機関条例
【実績】
・令和６年度　 認定事業者数： 1　（商品数： 1）
・令和5年度　 認定事業者数： 5　（商品数： 4）（役務：１）
・令和4年度　 認定事業者数： 2　（商品数： 2）
４　新事業展開テイクオフ支援事業
　　中小・小規模事業者が実施する新事業展開について、課題解決に向けた支援機関による伴走支援を実施した。併せて新事業展開のスタートにかかる資金の支援として補助金を交付した。

	
	令和６年度当初
	令和５年度３号補正
(令和５年度第２期)
	令和４年度11号補正
(令和５年度第１期)
	令和４年6号補正

	予算額（千円）
	446,695
	325,000
	421,695
	154,500

	決算額（千円）
	412,104
	296,181
	378,839
	135,035


　(1) 採択事業者数の実績
	年度
	採択事業者数

	
	伴走支援
	補助金

	令和４年度
	100者
	108者

	令和５年度
	第１期
	100者
	314者

	
	第２期
	－
	321者

	令和６年度
	100者
	324者


　(2) 採択事業者への支援等
令和６年度新事業展開テイクオフ支援事業の採択事業者を対象とした交流会を令和６年９月27日と令和７年３月11日の２回開催し、延べ152名（９月が70名、３月が82名）が参加した。
５　デザイン支援事業
中小企業の新事業創出や商品・サービスの開発、経営の高度化、ウェブ戦略までを産業デザインの観点から総合的にサポートした。

・メールマガジンによる情報発信
デザイン活用支援メールマガジン

令和６年度メールマガジン登録件数  ： 5,652件

以下の事業については、令和５年度より（公財）大阪産業局へ移管し、商工労働総務課において「大阪府中小企業支援交付金」を交付した。

　〇　デザイン総合相談事業
      中小企業のデザイン活用を促進するため、相談企業の問題解決等に応じ、相談企業の希望に応じてデザイン事務所とのマッチングを図った。
　〇　大阪府デザイン・オープン・カレッジ事業
      企業経営に欠かせないデザインの活用について理解を深め、実践できる手法や理論・技術等を習得するため、企業経営者や起業家等を対象に、フォーラム及びワークショップを開催し、企業におけるデザイン活用の高度化を図った。

　〇　ビジネス・マッチング・ブログ
      ものづくり企業の経営者等が自社の取組内容等をブログ形式で掲載し他社にアピールすることで、サイト会員企業間の理解を深め、新たなビジネスにつながるマッチングの促進を図ると共に、勉強会を開催した。

６　大阪中小企業投資育成株式会社への支援
中小企業に対する株式の引受けなどの事業を行うことにより、中小企業の自己資本を充実し健全な成長発展を図る目的で設立された同社に対して出資をしている。第61期決算（令和５年４月１日～令和６年3月31日）においては1,800万円（配当率6％）の配当があった。
協力金グループ

１　大阪府営業時間短縮等協力金支給事業

新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、大阪府の要請に応じた飲食店等を対象に第１期から第11期に渡り支給してきた営業時間短縮協力金について、令和４年度末をもってすべての支給審査業務が完了した。

令和６年度は、令和５年度に続き、支給後に要件を満たさないことが判明した申請者に対し、返還請求を行うとともに、返還に応じない案件については法的措置を講じるなど債権管理及び回収業務に取り組んだ。
　(1) 事業費　

	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度
	令和３年度

	予算額（千円）
	55,780
	195,808
	152,360,927
	860,029,174

	決算額（千円）
	21,255
	168,390
	117,096,988
	697,250,589


　(2) 協力金の返還状況
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	返還額（千円）
	31,308
	97,847
	1,845,101


　※令和７年５月26日時点

中小企業支援室　商業振興課
　　　商業振興グループ
　　　団体グループ

商業振興グループ

１　小売商業の振興
　(1) 商店街等モデル創出普及事業

	
	令和６年度

	予算額（千円）
	28,805

	 決算額（千円）
	28,164


　　　生活を支える街として地域コミュニティ機能の推進に資する、「地域ニーズ対応」や「デジタル対応力向上」の「モデル創出」に7商店街において取り組むとともに、その「成果の普及」を通じて、市町村・商店街の取組みを後押しすることで、商店街の持続的な発展に繋げた。
　(2) 商店街店舗魅力向上支援事業

	　
	令和６年度

	予算額（千円）
	43,287

	 決算額（千円）
	43,287


　　　万博開催やインバウンドの復活による国内外の旅行客を取り込み、商店街での観光・消費を促進するため、商店街に「観光」の視点を取り入れ、誘客のポテンシャルある商店街の「観光コンテンツ化（観光資源の発掘、ツアー造成等による観光地化）」を行うとともに、デジタルスタンプラリーやSNSキャンペーン等の情報発信により、商店街の魅力向上の取り組みを行った。
　(3) 町村への事務移譲交付金
	年　度
（交付町村数）
	令和６年度
（10町村）
	令和５年度
（10町村）
	令和４年度
（10町村）

	予算額（千円）
	241
	249
	249

	決算額（千円）
	235
	241
	249


　　　中小小売商業振興法及び同法施行令の規定による「商店街整備計画等の認定等」の事務については、大阪府商工行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定により町村に移譲しており、大阪版地方分権推進制度実施要綱第２の４の規定に基づき、府内１０町村に商店街整備計画等の認定等移譲事務交付金を支出した。

２　商工関係者表彰

府内商業関係者の資質の向上と商業道義の高揚を図り、もって商業の振興に資するため、次のとおり表彰を実施した。
	区　　　分
	被　　表　　彰　　件　　数

	
	卸　　売
	小　　売
	計

	団体役員
	5名
	15名
	20名

	団体職員
	－
	4名
	4名

	従業員
	4名
	5名
	9名

	事業所等
	－
	1件
	1件

	業種別団体
	－
	－
	0件

	合　　　計
	9件
	25件
	34件


３　大規模小売店舗に対する指導調整
(1) 大規模小売店舗立地法の運用

店舗面積が1,000㎡を超える大規模小売店舗（大阪市、堺市及び権限移譲市町を除く）の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者により、その施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされるよう指導した。

大規模小売店舗立地法に基づく届出状況　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

	年度
	新設

5条1項
	変　　　更
	廃止

6条5項
	承継

11条3項
	計

	
	
	6条1項
	6条2項
	附5条1項
	8条7項
	
	
	

	H12
	5
	0
	0
	9
	0
	1
	0
	15

	H13
	9
	2
	1
	27
	7
	5
	0
	51

	H14
	21
	13
	7
	62
	0
	7
	4
	114

	H15
	22
	22
	39
	84
	7
	7
	2
	183

	H16
	20
	37
	24
	39
	5
	4
	5
	134

	H17
	19
	43
	16
	8
	2
	4
	9
	101

	H18
	13
	24
	10
	9
	6
	3
	12
	77

	H19
	21
	49
	7
	4
	2
	5
	14
	102

	H20
	13
	82
	14
	2
	3
	2
	14
	130

	H21
	16
	37
	18
	4
	0
	2
	20
	97

	H22　　
	20
	22
	9
	3
	1
	4
	7
	66

	H23
	18
	34
	12
	3
	1
	3
	19
	90

	H24
	14
	51
	26
	1
	0
	6
	12
	110

	H25
	14
	37
	8
	1
	0
	0
	6
	66

	H26
	6
	55
	24
	1
	0
	1
	6
	93

	H27
	7
	25
	9
	2
	0
	2
	4
	49

	H28
	4
	30
	7
	1
	0
	2
	9
	53

	H29
	16
	25
	2
	0
	0
	4
	3
	50

	H30
	11
	23
	3
	0
	0
	3
	1
	41

	R1
	7
	33
	2
	0
	0
	6
	4
	52

	R2
	6
	25
	9
	0
	0
	1
	1
	42

	R3
	9
	30
	5
	0
	0
	2
	12
	58

	R4
	9
	25
	1
	0
	0
	0
	4
	39

	R5
	4
	26
	3
	0
	0
	0
	5
	38

	R6
	6
	37
	4
	0
	0
	2
	3
	52

	計
	310
	787
	260
	260
	34
	76
	176
	1,903


· 平成12年度は、12.6.1（法施行日）～13.3.31

· 大阪府で届出受理後、審査途中で市町への権限移譲により引き継いだものを含む。

　(2) 大規模小売店舗立地審議会
	年　度
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	1,028
	1,028
	1,028

	決算額（千円）
	261
	255
	392


大規模小売店舗立地法第８条第４項の規定による意見、同法第９条第１項の規定による勧告その他の大規模小売店舗の立地に係る重要事項について審議している。

開催状況（令和６年度　３回）

	第127回
	令和６年６月14日

	第128回
	令和６年９月17日

	第129回
	令和７年２月12日


　(3) 市町村への事務権限移譲

	年　度

（交付市町数）
	令和６年度

（20市町）
	令和５年度

（20市町）
	令和４年度

（20市町）

	予算額（千円）
	19,327
	25,751
	21,947

	決算額（千円）
	13,560
	17,042
	15,104


大規模小売店舗新設届出の受理などの事務については、大阪版地方分権推進制度により、府内20市町に権限を移譲している。
権限を移譲した市町における事務処理を支援するため、移譲後も適宜、問合せ、相談に応じるとともに、大規模小売店舗届出受理等移譲事務交付金を支出した。
市町村への事務権限移譲状況

	移譲時期
	移譲先市町

	平成23年  1月
	茨木市

	平成23年 10月
	池田市、松原市、箕面市、豊能町、能勢町

	平成24年  1月
	河内長野市、大阪狭山市、阪南市、岬町

	平成24年  4月
	豊中市、八尾市

	平成25年  1月
	岸和田市、貝塚市、枚方市、和泉市、泉南市、熊取町

	平成29年  4月
	門真市

	平成30年  4月
	泉佐野市


団体グループ

１　中小企業組織化の推進

	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	87,352
	87,352
	87,352

	決算額（千円）
	86,643
	86,701
	86,741


経営資源が脆弱な中小企業が相互扶助の精神に基づき中小企業組合の組織化を図る　ことにより体質を強化し、その経済的地位の向上を図る必要がある。

このため、大阪府中小企業団体中央会等と緊密な連携を図りながら組織化の啓発・　　指導に努めるとともに、中小企業組合の健全な運営と活性化を支援した。

根拠法令等　　中小企業団体の組織に関する法律

中小企業等協同組合法

　(1) 中小企業の組合の指導育成

府内中小企業の組織化の推進と組合運営の適正化を図るため、組合の設立指導や組合運営の相談指導を行った。

①　組合の種類と性格

ア　事業協同組合は、中小企業者が協同して事業を行い、その経済的地位の　　　向上を図るものである。

イ　協同組合連合会は、事業協同組合などの連合体で、各組合単独では行い　　　得ない共同事業を行うことによって、構成組合及びその組合員の経済的地位の向上を図るものである。

ウ　企業組合は、個人事業者及び勤労者などが個々の資本と労働を組合に集中して、事業活動を行う組合である。

エ　協業組合は、組合員の事業の統合により生産性の向上、設備や経営の合理化などを図るものである。

オ　商工組合は、地区内同業者の団結により業界の安定と改善発展を図るものである。
②　組合設立認可等の事務

本府が所管する中小企業組合について、令和６年度における設立認可、解散届出受理、定款変更認可などの状況は、次のとおりである。

	組　合　名
	年度当初数

（令和6年
　4月当初）
	設立
	解散
	他行政庁への

所管替
	他行政庁からの

所管替
	定款

変更
	組織

変更
	現 在 数

（令和7年
　3月末）

	事業協同組合
	1455
	16
	32
	10
	2
	302
	3
	1428

	協同組合連合会
	16
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	16

	企 業 組 合
	32
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	30

	協 業 組 合
	9
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	8

	商 工 組 合
	49
	0
	0
	0
	0
	11
	0
	49

	計
	1561
	16
	34
	10
	2
	317
	4
	1531


　(2) 中小企業組合への事業支援

　　　平成23年度から、中小企業の組織化の推進を図るため、大阪府中小企業団体中央会に対する指導助成を廃止し、中小企業組合へ府が直接支援する事業を実施し、中小企業組合の健全な運営に対する必要な支援を実施した。

①　組合等事業向上支援事業

中小企業組合や異業種中小企業グループが支援を受ける先を選択し、中小企業組合などに専門家を直接派遣することで、課題解決に積極的に取り組む中小企業組合などの事業活性化、新事業創出などを図るための支援事業を委託により実施した。

・支援件数　187件

・委託先　　大阪府中小企業団体中央会、一般社団法人大阪中小企業診断士会、

　　　　　　　　大阪府社会保険労務士会、近畿税理士会

②　組合運営改善指導事業

　　　　　中小企業組合の健全な運営に対する啓発等指導事業（法令遵守啓発、組合運営診断等）を委託により実施した。

　　　　（委託先：大阪府中小企業団体中央会）

　　　　・法令遵守啓発　　講習会（13講座）

　　　　・組合運営診断　　1,312組合

２　官公需についての中小企業の受注確保対策
本府の事務事業に係る官公需の中小企業者向け発注を促進するため、「中小企業者向け官公需確保のための基本方針」を策定するなど、その対策を積極的に推進した。

根拠法令　　官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律

３　大阪府運輸事業振興助成補助金事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	
	令和6年度
	令和5年度
	令和4年度
	令和3年度

	予算額
	635,045
	1,867,045※
	3,098,453※
	635,045

	前年度からの
繰越額
	－
	890,608
	－
	－

	次年度への
繰越額
	－
	－
	890,608
	－

	決算額
	635,045
	2,728,261
	2,045,312
	635,045


運輸事業の振興の助成に関する法律の趣旨を踏まえつつ、府民及び事業者にとって意義のある交通安全対策や環境対策等を促進するために、（一社）大阪府トラック協会及び（一社）大阪バス協会に対して補助金を交付した。

※ 燃料価格高騰の影響を受けている府内トラック事業者を支援するため、（一社）大阪府トラック協会に対して、低燃費タイヤ等導入助成補助金、EVトラック等導入助成補助金及び燃料高騰対策支援補助金を追加措置した。

中小企業支援室　ものづくり支援課
　　　ものづくり振興グループ
　　　技術支援グループ
　　　販路開拓支援グループ
ものづくり振興グループ

１　皮革産業振興対策事業

	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	2,323
	2,493
	2,628

	決算額（千円）
	1,925
	1,869
	1,889


皮革関連産業の振興を図るため、研修事業を実施した。

	事業名
	皮革業界総合研修

	対象
	皮革関連業種（製革業、製靴業、靴卸売業等）

	期間
	（一　般）令和6年10月25日～令和7年2月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　11日間、計23.25時間

（技術者育成）令和7年1月28日～令和7年3月9日

10日間、計52時間

	場所
	大阪産業創造館、大阪総合デザイン専門学校、シューネクスト等

	内容
	講義、実演講座、実技

	受講者数
	一般研修：延べ152名、　技術者育成研修：延べ33名


２　産業立地促進事業 （企業立地促進補助金（府内投資促進補助金））

	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	314,500
	252,635
	342,401

	決算額（千円）
	147,762
	207,829
	289,655


　　既存工業集積地の維持・発展に向け、市町村の産業振興やまちづくり施策と連携し、ものづくり中小企業の投資や新規立地の促進を図るため、工場又は研究開発施設の新築や増改築を行う企業に対し補助金を交付した。
３　技術者の表彰

技術開発、技術改善、新技術の育成などに貢献のあった技術者、経営者を顕彰した。
	内　　　容
	表彰者数

	発明実施功労者表彰
	　　2名

	発明功績者表彰
	　　9名

	新技術開発功労者表彰
	　　7名

	技術改善功労者表彰（1号）
	　　5名

	技術改善功労者表彰（2号）
	　　6名


４　（地独）大阪産業技術研究所への支援

（地独）大阪産業技術研究所が自主性・自律性を発揮し円滑に運営ができるよう、運営費交付金の交付、大阪府職員の派遣等必要な支援を行った。

(1) 運営費交付金
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	2,427,542
	2,254,972
	2,136,502

	決算額（千円）
	2,352,613
	2,166,109
	2,116,585


(2) 職員の派遣（令和7年3月31日現在）

	
	派遣人数

	部長級
	　0

	次長級
	　0

	課長級
	　1

	課長補佐級
	　0

	主　査　級
	　0

	主　事　級
	　3

	　　　計
	　4


５　（地独）大阪産業技術研究所に関する認可業務等

（地独）大阪産業技術研究所の中期目標などの進行管理を行うため、地方独立行政法人法及び同法施行細則等の規定により、設立団体として所要の手続を行った。（認可業務、評価委員会の運営等）
６　中小企業エネルギー価格高騰対策支援事業（特別高圧電力契約者等支援金）

	
	令和６年度
	令和５年度

	予算額（千円）
	316,687
	1,657,634

	決算額（千円）
	316,686
	1,501,812



国の電気・ガス価格激変緩和対策事業の対象外である特別高圧で受電する施設において、高額な料金を負担している中小企業を支援するため、令和５年４月から令和６年３月までの電力使用量に対し、「特別高圧電力契約者等支援金」を支給し、電気料金の一部を支援した。
	年度
	採択数

	令和５年度
	第１期（令和５年４月～９月）
	68件

	
	  第２期（令和５年10月～12月）
	52件

	令和６年度
	第３期（令和６年１月～３月）
	52件


７　石油貯蔵施設立地対策事業
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	157,698
	153,680
	201,366

	決算額（千円）
	151,552
	145,947
	154,737


石油貯蔵施設の設置の円滑化と周辺地域住民の福祉の向上を図るため、石油貯蔵施設が立地する市町及び隣接市町が実施する公共用施設の整備に対して補助金を交付した。

根拠法令　　特別会計に関する法律
技術支援グループ

１　ものづくり支援拠点「ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）」 の運営への負担

	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	747
	1,508
	1,488

	決算額（千円）
	497
	1,409
	1,342


府内ものづくり中小企業の総合支援拠点である「MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）」の運営にあたり、ものづくり支援課職員が常駐する執務室使用にかかる費用を負担した。（大阪産業局交付金事業を除く府直接執行経費）
２　ものづくりイノベーション推進事業　　
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	23,455
	16,658
	16,658

	決算額（千円）
	17,287 
	13,268
	14,413


府内ものづくり中小企業が行う新たな技術開発の取り組みを 「ものづくりイノベーション支援プロジェクト」として認定し、事業の研究開発や設計・試作、特許・市場調査などの取り組みに必要な経費の一部を助成した。

基盤技術開発枠：８社
産学連携枠：３社

ものづくり中小企業のイノベーション（技術革新）の創出を支援するため、企業、支援
機関など産学官で構成する「大阪ものづくりイノベーションネットワーク」を運営し、技
術開発に役立つ情報提供等を行った。
　ものづくりイノベーションネットワーク会員数：1,804社・機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年３月31日現在）　　　

３　伝統的工芸品産業の振興　　
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	201
	201
	201

	決算額（千円）
	99
	123
	169


令和６年11月及び令和７年３月に「大阪府伝統工芸品及び伝統工芸士審議会」を開催した。
以下の事業については、令和３年度から（公財）大阪産業局へ移管し、商工労働総務課において「大阪府中小企業支援交付金」を交付した。
　○　MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）の運営に関すること（ただし、府執務室使用にかかる費用負担分を除く）
　○　産業財産権に関すること
ア　知的財産マッチング事業　　

イ　知財支援ネットワーク事業　　
ウ　特許情報等活用講座　　
エ　ＩＮＰＩＴ近畿統括本部の活用促進　　

· 産学連携オフィスの運営　　

○　経営力強化・支援体制構築事業（ものづくり支援強化推進事業）　
○　ものづくり企業自社商品開発促進事業・消費財プロモーション事業　
同財団における事業の実施にあたり、協議・調整を行い、同財団によるものづくり支援機能の強化に努めた。
　　　　

販路開拓支援グループ

１　ものづくり中小企業顕彰事業
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	800
	800
	800

	決算額（千円）
	800
	800
	800


大阪ものづくり優良企業賞2024の実施

大阪の強みであるものづくり企業の集積、技術力等を国内外に情報発信するため、「高度な技術力」、「高品質・低コスト・短納期」などに着目し、市場での高い評価が期待でき、大阪産業の活性化と地域社会への貢献に資すると認められる優秀なものづくり中小企業を官民一体となって選定・顕彰した。

・分担金：800千円

・支出先：大阪中小企業顕彰事業実行委員会

構成団体：大阪府、大阪府商工会議所連合会、大阪府商工会連合会、

（公財）大阪産業局及び（地独）大阪産業技術研究所
２　ものづくりプロモーションツール制作事業
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	12,218
	12,218
	11,782

	決算額（千円）
	10,267
	10,970
	10,779


　　「大阪のものづくり力」を国内外に発信するため、大阪ものづくり優良企業賞、国の顕彰制度を受賞した企業等を掲載した冊子を配布するなど、各種プロモーションを行った。

　・英語版ＭＯＢＩＯホームページによる企業紹介
19社

　・展示会等での冊子配布　　　　　　　　　　　　１回100冊
３　大規模展示商談会活用事業
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	11,435
	11,435
	11,588

	決算額（千円）
	10,137
	9,361
	9,302


国内で開催される大規模な展示商談会を活用し、販路開拓をめざす大阪のものづくり中小企業に対して必要な技術や知識等を習得するための講習会と出展に対する経費を補助し企業の新たな市場への参入等を支援するとともに、「大阪のものづくり力」を発信するため、大規模展示商談会に出展した。

・出展した展示商談会
第36回ものづくりワールド[東京]（令和６年６月19日～21日：東京ビッグサイト）
高精度・難加工技術展2024（令和６年７月24日～26日：東京ビッグサイト）

第27回ものづくりワールド[大阪]（令和６年10月２日～４日：インテックス大阪）
第39回ネプコンジャパン（令和７年１月22日～24日：東京ビッグサイト）
４　販路開拓支援事業
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	672
	672
	955

	決算額（千円）
	56
	512
	180


国内外からの「大阪ものづくり」への引き合いに、金融機関等と連携して大阪のものづくり企業を探索・紹介する「ものづくりＢ２Ｂネットワーク」の運営を（公財）大阪産業局とともに行った。

　　令和３年度以降は、商工労働総務課において事業費（府職員の海外活動旅費等を除く）を「大阪府中小企業支援交付金」として（公財）大阪産業局に交付した。
また、同財団における事業の実施に当たっては、協議・調整を行うことで、同財団でのものづくり支援機能の強化に取り組んだ。
以下の事業については、令和６年度から（公財）大阪産業局へ移管し、商工労働総務課において「大阪府中小企業支援交付金」を交付した。

○　大阪府中小企業取引振興事業　
同財団における事業の実施にあたり、協議・調整を行い、同財団によるものづくり支援機能の強化に努めた。

中小企業支援室　金融課
　　　制度融資グループ

　　　政策融資グループ

　　　貸金業対策グループ

制度融資グループ

１　中小企業向け制度融資の実施

大阪府の中小企業向け制度融資は、一部の制度を除き、府が金融機関に貸付原資の一部を預託し、信用保証協会の保証を付し、府が定める融資条件により、金融機関が中小企業に融資を実施している。

令和６年度においては、新型コロナウイルス感染症や原材料価格の高騰等の影響により、未だ収益改善途上にある中小企業者が少なくないことを踏まえ、令和５年度に引き続き中小企業者を資金面から支援するための融資制度を実施した。

制度融資の実績

	貸　付　金
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額　（千円）
	513,230,000
	611,060,500
	693,074,000

	決算額　（千円）
	513,230,000
	611,060,500
	693,074,000

	融資件数（件）
	15,551
	23,580
	18,873

	融資実績（千円）
	333,480,695
	530,034,298
	353,267,948


※融資実績には府が預託を行っていない融資メニューも含む。

　※決算には、既に終了した一般型資金の融資メニュー（29,000千円）も含む。

　(1) 小規模企業サポート資金

府内の小規模企業者の小口の資金需要に対応するため、事業活動に必要な運転・設備資金を大阪府が定める条件（低利等）により融資することを目的として、貸付原資の一部を取扱金融機関に預託した。また、R6.4.1より融資期間を10年以内へと延長するとともに、据置期間も１年間とする拡充措置を行った。

預託金額（貸付金額）　11,130,500千円

○　融資実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件、千円）

	 eq \o\ad(融資実績,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(融資残高,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	件　　　数
	金　　　　額
	件　　　数
	金　　　　額

	4,462
	26,269,641
	10,029
	40,051,248


○　融資条件

	
	責任共有制度
	金利
	融資限度額
	保証料
	融資期間

	
	
	
	
	
	運転
	設備

	小規模企業サポート資金

	
	小規模資金
	対象外
	1.6％
	無担保

2,000万円
	保証協会が定める料率
	10年

以内
	10年

以内

	
	地域支援ネットワーク型
	
	1.4％
	
	
	
	



※　融資条件については、令和７年3月末時点

　　　　※　市町村連携型の融資条件は、市町村ごとに異なる。

(2) 開業・スタートアップ応援資金

府内の開業者の資金需要に対応するため、事業活動に必要な運転・設備資金を大阪府が定める条件（低利等）により融資することを目的として、貸付原資の一部を取扱金融機関に預託した。また、R5.4.1より、保証料率を0.2％上乗せすることで経営者保証を不要とする取り扱いが可能となる無保証人対応を創設し、R6.4.1より資金名を開業・スタートアップ応援資金に改称するとともに、企業に勤務中の方（副業・兼業）でも利用が可能となるよう制度を拡充した。

預託金額（貸付金額）　　　　2,697,000千円

○　融資実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件、千円）

	 eq \o\ad(融資実績,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(融資残高,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	件　　　数
	金　　　　額
	件　　　数
	金　　　　額

	533
	3,459,658
	1,363
	6,319,198


○　融　資　条　件

	
	責任共
有制度
	金利
	融資限度額
	保証料
	融資期間

	
	
	
	
	
	運転
	設備

	開業・スタートアップ応援資金

	
	開業資金
	対象外
	1.4％
	無担保

3,500万円
	1.0％
	10年

以内
	10年

以内

	
	
	女性・若者・シニア・UIJ
	
	1.2%
	
	
	
	

	
	地域支援ネットワーク型
	
	1.2％
	
	0.5％
	
	

	
	
	女性・若者・シニア・UIJ
	
	1.0%
	
	
	
	


※　融資条件については、令和７年3月末時点

(3) チャレンジ応援資金

経営革新計画など法に基づく認定を受けた方を対象とする「法認定型」、金融機関がそれぞれの特徴や得意分野を活かし商品設計したもので、府と連携して、頑張る、又は頑張ろうとする中小企業者を応援するため創設した「金融機関提案型融資」、経営基盤の強化などに必要な設備を導入するための資金を融資する「設備投資応援融資」等を実施した。
府内中小企業者の育成・発展と雇用の維持・拡大を図るため、貸付原資の一部を取扱金融機関に預託した。（法認定型は預託対象外）

預託金額（貸付金額）　　　　71,344,000千円　
○　融資実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件、千円）

	
	 eq \o\ad(融資実績,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(融資残高,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	
	件　数
	金　　額
	件　数
	金　　額

	チャレンジ応援資金

	
	法認定型
	0
	0
	20
	214,093

	
	 金融機関提案型
	461
	32,037,566
	
	141,657,467

	
	設備投資応援融資
	340
	3,574,107
	1,314
	9,187,970

	
	SDGsビジネス支援資金
	9
	62,500
	7
	41,327

	
	事業承継支援資金
	2
	30,000
	10
	297,902


○　融資条件

	
	責任共有制度
	金利
	融資限度額
	保証料
	融資期間

	
	
	
	
	
	運転
	設備

	チャレンジ応援資金

	
	法認定型
	対象


	金融機関所定
	2億円

（組合4億円）

（うち無担保

8,000万円）
	保証協会が定める　料率
	7年以内
	20年以内

（無担保

　7年以内）

	
	金融機関提案型
	
	各取扱金融機関の融資メニューごとに異なる。

	
	設備投資応援融資
	
	1.2%以下

固定金利
	2億円

（うち無担保

8,000万円）


	保証協会が定める　料率


	20年以内

（無担保10年以内）

	
	SDGsビジネス
支援資金
	
	1.4％以下固定金利
	
	
	７年以内

	
	事業承継支援資金
	
	
	
	
	原則10年以内


※　設備投資応援融資において、運転資金は設備資金に付随するもので、設備資金の1/2以内
※　事業承継支援資金において、15年以内、20年以内の場合有

※　融資条件については、令和７年3月末時点
　　　　※　設備投資応援融資【市町村連携型】の融資条件は、市町村ごとに異なる。
　(4) 経営安定サポート資金

府内中小企業者の経営の安定を図るため、取引先の倒産、売上高の減少などにより経営に支障を生じている中小企業者に対し、事業活動に必要な運転・設備資金を大阪府が定める条件（低利等）により融資することを目的として、平成22年度までに融資実行した保証残高に応じて取扱金融機関に預託した。（H23年度より金利を金融機関所定に改めた結果、新規の融資に対する預託は廃止）また、R6.4.1より融資期間を10年以内へと延長するとともに、運転資金の据置期間を１年間とする拡充措置を行った。
預託金額（貸付金額）　　　4,995,500千円
○　融資実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件、千円）
	
	 eq \o\ad(融資実績,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(融資残高,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	
	件　数
	金　　額
	件　数
	金　　額

	経営安定サポート資金
	
	
	
	

	
	経営安定資金
	382
	8,876,703
	4,312
	61,833,158


○　融資条件

	
	責任共有制度
	金利
	融資限度額
	保証料
	融資期間

	
	
	
	
	
	運転
	設備

	経営安定サポート資金

	
	経営安定資金

（SN1号）
	対象外
	金融機関
所定
	2億円

（うち、無担保8,000万円）
	保証協会が定める料率


	10年

以内
	－

	
	経営安定資金

（SN1、5号を除く）
	
	
	
	
	
	10年

以内

	
	経営安定資金

（SN5号）
	対　象
	
	
	
	
	



※　融資条件については、令和７年3月末時点

(5) 新型コロナウイルス感染症関連融資
継続した新型コロナウイルス感染症や原材料価格の高騰等により、いまだ収益改善途上にある中小企業が少なくないことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた中小企業者等を資金面から支援するため、貸付原資の一部を取扱金融機関に預託することで、大阪府が定める条件（低利等）による融資を行う「新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金」、「新型コロナウイルス感染症経営改善サポート資金」を引き続き実施した。なお、「新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金」については、R6.6.30をもって、「新型コロナウイルス感染症経営改善サポート資金」についてはR7.3.31をもって廃止した。

預託金額（貸付金額）　　　422,896,500千円
○　融資実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件、千円）
	
	 eq \o\ad(融資実績,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(融資残高,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	
	件　数
	金　　額
	件　数
	金　　額

	新型コロナウイルス感染症関連融資

	
	対応緊急資金
	－
	－
	1,989
	26,788,316

	
	対策資金
	－
	－
	3,955
	84,082,434

	
	対応資金（保証料等補助型）
	－
	－
	59,600
	865,151,771

	
	伴走支援型資金
	7,299
	201,829,694
	36,495
	759,777,948

	
	経営改善サポート
	1,007
	37,725,502
	1,735
	62,152,846


○　融資条件

	
	責任共有制度
	金利
	融資限度額
	保証料
	融資期間

	
	新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金

	
	セーフティネット４号
	対象外
	1.2％
	１億円
	実質
0.2％
	10年以内

	
	一般保証
	対象
※
	
	
	
	

	
	セーフティネット５号
	
	
	
	
	

	新型コロナウイルス感染症経営改善サポート資金
	対象
※
	1.2％
	2億円

(うち、無担保8,000万円)
	実質
0.2％
	15年以内


※一部対象外となるものもある
(6) 事業者選択型経営者保証非提供促進資金
中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となる経営者保証については、経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる一因となっていることから、経営者保証に依存しない融資慣行を確立すべく、R6.6.20に制度を創設した。
預託金額（貸付金額）　　　　137,500千円
○　融資実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件、千円）
	
	 eq \o\ad(融資実績,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(融資残高,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	
	件　数
	金　　額
	件　数
	金　　額

	事業者選択型経営者
保証非提供促進資金
	111
	1,874,810
	96
	1,608,382


　　　○　融資条件
	
	責任共有制度
	金利
	融資限度額
	保証料
	融資期間

	事業者選択型経営者
保証非提供促進資金
	対象
※
	1.6％
	8,000万円
	保証協会の定める料率
	10年以内


※一部対象外となるものもある
　(7) 経営力強化資金
　　　中小企業支援については、コロナ前の支援水準に戻しつつ、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援を基本方針とし、R6.6.30をもって「新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金」を廃止 。後継制度として、R6.7.1より「経営力強化資金」を一部変更（コロナ関連融資からの借換にも対応）し、再創設した。
○　融資実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件、千円）
	
	 eq \o\ad(融資実績,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(融資残高,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	
	件　数
	金　　額
	件　数
	金　　額

	経営力強化資金
	945
	17,740,515
	834
	14,968,533


　　○　融資条件
	
	責任共有制度
	金利
	融資限度額
	保証料
	融資期間※

	
	
	
	
	
	運転
	設備

	経営力強化資金
	対象
	金融機関
所定
	2億円

(うち、無担保8,000万円)
	保証協会の定める料率
	５年
以内
	７年
以内


　　※保証付きの既存借入金を借換える場合は10年以内
２　利子補給の実施
　新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた中小企業者に対し、円滑な資金供給を行う制度融資の「新型コロナウイルス感染症対応資金」を利用する事業者に対し国の要綱の定める範囲において、利子補給を行った。

	利子補給
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（円）
	764,485,000
	16,207,430,000
	24,377,746,000

	決算額（円）
	764,484,624
	14,995,500,405
	24,196,967,009


３　大阪信用保証協会の指導

中小企業者に対する金融が円滑に進められることを目的として設立された特殊法人である大阪信用保証協会に対して、「信用保証協会法」に基づき、適正な運営を図り、その機能を十分に発揮するよう指導監督を行った。

※平成26年5月19日　大阪府中小企業信用保証協会が大阪市信用保証協会を吸収合併し、名称を大阪信用保証協会に変更

○　保証協会出捐金

	出　捐　金
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（千円）
	0
	0
	0

	決算額（千円）
	0
	0
	0


※令和７年３月３１日現在、34,517,905,000円

○　保証協会令和６年度事業実績　　　　　　　　　　　　（単位：件、百万円）

	保　証　承　諾　額
	保　証　債　務　残　高

	件　　　数
	金　　　　額
	件　　　数
	金　　　　額

	39,231
	1,013,474
	206,614
	3,748,655


(1) 各制度融資の損失補償

制度融資の実施に伴い、保証協会が受けた損失について、府が所定の割合で補償し、制度融資運営の円滑化を図った。

○　損失補償状況
	損失補償
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額（円）
	1,934,833,000
	1,739,992,000
	1,121,840,000

	決算額（円）
	1,934,383,394
	1,739,476,720
	1,121,395,028


	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

	 eq \o\ad(制度名,　　　　　　　　　　　　　)
	限度額
	期　間
	支出済額

(前年度まで)
	令和６年度
支出額
	残　　高

	平成20年度
中小企業成長支援型融資資金
	1,549,000
	平成20年度～
令和12年度
	460,545

	211
	11,789

	平成21年度
〃
	856,000
	平成21年度～
令和13年度
	221,432


	0
	3,000

	平成20年度
中小企業サポート型融資資金
	18,797,000
	平成20年度～
令和７年度
	6,286,496
	35,721
	12,387,293

	平成21年度
〃
	22,789,000
	平成21年度～
令和８年度
	9,483,253
	90,038
	5,467,306

	平成18年度
中小企業チャレンジ型融資資金
	390,000
	平成18年度～
令和７年度
	224,348
	0
	10,000

	平成19年度
〃
	404,000
	平成19年度～
令和８年度
	117,958


	8,805
	20,195

	平成22年度

中小企業向け融資資金
	25,442,000
	平成22年度～
令和14年度
	9,913,959
	120,178
	9,721,511

	平成23年度

〃
	18,794,000
	平成23年度～
令和10年度
	1,792,574
	29,426
	2,143,548

	平成24年度

〃
	14,006,000
	平成24年度～
令和21年度
	1,260,025
	24,065
	2,494,228

	平成25年度

〃
	9,538,000
	平成25年度～
令和22年度
	911,484
	23,088
	1,676,183

	平成26年度

〃
	9,417,000
	平成26年度～
令和23年度
	678,132
	15,255
	1,416,619

	平成27年度

〃
	8,412,000
	平成27年度～
令和24年度
	663,402
	29,835
	1,748,490

	平成28年度

〃
	8,453,000
	平成28年度～
令和28年度
	677,154
	33,365
	1,925,961

	平成29年度

〃
	6,300,000
	平成29年度～
令和29年度
	675,554
	37,543
	2,006,744

	平成30年度

〃
	5,697,000
	平成30年度～
令和30年度
	614,553
	60,336
	2,021,580

	平成31年度
　　　　　 〃
	5,676,000
	平成31年度～
令和31年度
	451,500
	100,496
	3,170,680

	令和2年度

　　　　　 〃
	33,744,319
	令和2年度～
令和32年度
	1,248,204
	632,240
	24,697,799

	令和3年度

　　　　　 〃
	7,519,000
	令和3年度～
令和33年度
	413,448
	247,205
	4,162,705

	令和4年度
　　　　　 〃
	6,072,000
	令和4年度～
令和34年度
	204,594
	328,679
	4,406,614

	令和5年度
　　　　　 〃
	7,686,000
	令和5年度～
令和35年度
	20,643
	115,547
	2,002,811

	令和６年度
　　　　　 〃
	7,709,000
	令和６年度～
令和36年度
	0
	2,349
	7,706,650


※　金額については、千円未満四捨五入

※　残高は損失補償管理台帳による残高
※　限度額＞支出済額(前年度まで)＋当該年度支出額＋残高
４　金融機関との連携の推進

地方創生の取り組みの中で、地域金融機関の経営サポート機能や取引先中小企業とのネットワークとの連携を推進し、金融と経営支援の一体的な取り組みや府の中小企業支援施策の情報発信・ＰＲによる活用促進を図った。

	金融機関名
	締結協定
	締結日

	りそな銀行

	「中小企業振興に関する連携協定」
	H27.3

	
	「包括連携に関する協定」
	H27.7

	関西みらい銀行
	「中小企業振興に関する連携協定」
	H28.6

	池田泉州銀行
	「中小企業振興に関する連携協定」
	H28.2

	大阪信用金庫
	「包括連携に関する協定」
	H28.1

	大阪シティ信用金庫
	「中小企業振興に関する連携協定」
	H28.9

	永和信用金庫
	「中小企業振興に関する連携協定」
	H30.4


政策融資グループ

１　小規模企業者等設備貸与資金貸付事業

(1) 小規模企業者等設備貸与資金貸付

小規模企業者等を対象に、創業又は経営の革新を図るために必要な設備の導入を支援する小規模企業者等設備貸与事業を実施する（公財）大阪産業局に対して、資金の貸付及び補助金の交付を行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額
	1,719,902
	1,612,941
	1,617,817

	決算額
	1,718,737
	1,612,140
	1,617,133


　
根拠法令等　小規模企業者等設備導入資金助成法　～H26年度
　　　　　　　　　　独立行政法人中小企業基盤整備機構法　H27年度～

· 小規模企業者等設備貸与事業
（公財）大阪産業局において、府内の小規模企業者などが創業又は経営の革新を図るために希望する機械設備を長期かつ低利で割賦販売 （ローン）及びリースする事業を行った。

【大阪産業局　貸与実績】　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	　業　　　　　種
	小規模企業者等設備貸与事業

	
	件　数
	金　額

	製　　　造　　　業
	79
	1,139,586

	建　　　設　　　業
	24
	456,178

	運輸業
	15
	285,139

	農林水産業
	2
	3,020

	卸　　　売　　　業
	4
	121,465

	小売業
	7
	53,434

	サ　ー　ビ　ス　業
	28
	141,178

	合　　　　　　　計
	159
	2,200,000


	　総  事  業  費
	2,200,000

	財源内訳
	府  貸  付  金
	1,700,000

	
	大阪産業局調達分
	500,000


· 小規模企業者等設備貸与事業費補助金(円滑化補助金)

　　 （公財）大阪産業局が実施する、小規模企業者等設備貸与事業の貸し倒れ対応のための補助金を助成した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：千円）
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額
	19,902
	12,941
	17,817

	決算額
	18,737
	12,140
	17,133


(2) 損失補償契約の締結
割賦販売（ローン）またはリースを受けた企業が支払い不能となったとき、（公財）大阪産業局が被る損失の一部を補填するため、同局と損失補償契約を締結した。
・小規模企業者等設備貸与事業に対する損失補償

限度額　　２.２億円
期　間　　令和６年度から令和１７年度まで

２　中小企業振興資金の債権管理事務
中小企業設備近代化資金・中小企業高度化資金・小規模企業者等設備貸与資金の貸付金に係る債権管理を行った。

また、貸付財源として受け入れている資金について、国、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び一般会計へそれぞれ償還を行った。

なお、中小企業設備近代化資金及び中小企業高度化資金の債権管理回収業務については、平成16年度より民間サービサーに委託していたが、令和5年1月で終了し、その後は債権管理回収業務の計画等の作成を弁護士に委託し、弁護士の助言に基づき職員が債権管理回収業務を行っている。
【債権管理回収委託費】　                              （単位：千円）
	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	予算額
	726
	1,837
	5,897

	決算額
	726
	1,463
	5,895


(1) 債権の回収

各貸付契約に基づき償還期限の到来するものについては、債務者に対して納入の通知を行い、収納した。

破産手続を開始し延滞に陥った組合については、破産管財人と調整を行い、担保不動産の換価（入札方式による任意売却）を行い、回収を図った。

一括弁済が困難な債務者については、財産調査を行った上で、資力に応じた分納を求めるとともに、少額分納者についても財産調査を行い、分納額の増額を求めた。

弁済に対して誠意を示さない債務者については、預金差押により回収を行うとともに、詐害行為により府の債権回収を妨げた債務者に対しては、詐害行為取消請求訴訟を通じて回収を図った。
(2) 債権の管理

中小企業高度化資金の貸付先組合を対象として、事業運営や財務内容などの調査・診断を実施し、経営改善などについての事後助言・アドバイスを行った。

・高度化条件変更にかかる診断　１件　
また、延滞企業（組合）に対しては、債務者等の実態調査、返済交渉などを行い、債権（時効）管理に努めた。

　

(3) 調定・収納状況

①　近代化資金（元利金べ－ス）

（単位：件、円）

	
	調定額
	償還額
	不納欠損額
	収入未済額

	
	件数
	金　　額
	件数
	金　　額
	償還率
	件数
	金  額
	件数
	金　　額

	過年度
	12
	34,786,852
	1
	650,000
	1.9%
	－
	－
	11
	34,136,852

	現年度
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	合　計
	12
	34,786,852
	1
	650,000
	1.9%
	－
	－
	11
	34,136,852


近代化資金（違約金べ－ス）

（単位：件、円）

	
	調定額
	償還額
	不納欠損額
	収入未済額

	
	件数
	金　　額
	件数
	金　　額
	償還率
	件数
	金  額
	件数
	金　　額

	過年度
	2
	17,479,276
	 0
	5,355,000
	30.6%
	－
	－
	2
	12,124,276

	現年度
	1
	1,749,619
	1
	1,749,619
	100.0%
	－
	－
	－
	－

	合　計
	3
	19,228,895
	 1
	7,104,619
	36.9%
	－
	－
	2
	12,124,276


②　高度化資金（元利金べ－ス）

（単位：件、円）

	
	調定額
	償還額
	不納欠損額
	収入未済額

	
	件数
	金　　額
	件数
	金　　額
	償還率
	件数
	金  額
	件数
	金　　額

	過年度
	3
	443,088,188
	1
	48,419,000
	10.9%
	－
	－
	2
	394,669,188

	現年度
	5
	269,089,000
	5
	269,089,000
	100.0%
	－
	－　
	－
	－

	合　計
	8
	712,177,188
	6
	317,508,000
	44.6%
	－
	－
	2
	394,669,188


高度化資金（違約金べ－ス）

（単位：件、円）

	
	調定額
	償還額
	不納欠損額
	収入未済額

	
	件数
	金　　額
	件数
	金　　額
	償還率
	件数
	金  額
	件数
	金　　額

	過年度
	 －
	－
	 －
	－
	－
	－
	－
	 －
	－

	現年度
	1
	46,862,800
	0
	1,737,829
	3.7%
	－
	－　
	1
	45,124,971

	合　計
	1
	46,862,800
	0
	1,737,829
	3.7%
	－
	－
	1
	45,124,971


※　①・②共に件数は調定件数で、償還額欄の件数は完済となった調定件数

③　小規模企業者等設備貸与資金貸付金（元利金ベース）

（単位：件、円）

	
	調定額
	償還額
	不納欠損額
	収入未済額

	
	件数
	金　　　額
	件数
	金　　　額
	償還率
	件数
	金　額
	件数
	金　　額

	過年度
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	現年度
～H26
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	現年度

H27～
	10
	1,303,449,195
	10
	1,303,449,195
	100.0%
	－
	－
	－
	－

	合　計
	10
	1,303,449,195
	10
	1,303,449,195
	100.0%
	－
	－
	－
	－


※　件数は調定件数
違約金はなし

(4) 延滞整理状況

①　近代化資金（元利金べ－ス）

（単位：件、円）

	
	調定額
	償還額
	不納欠損額
	収入未済額

	
	件数
	金　　額
	件数
	金　　額
	償還率
	件数
	金  額
	件数
	金　　額

	過年度
	12
	34,786,852
	1
	650,000
	1.9%
	－
	－
	11
	34,136,852

	現年度
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	合　計
	12
	34,786,852
	1
	650,000
	1.9%
	－
	－
	11
	34,136,852


②　高度化資金（元利金べ－ス）

（単位：件、円）

	
	調定額
	償還額
	不納欠損額
	収入未済額

	
	件数
	金　　額
	件数
	金　　額
	償還率
	件数
	金  額
	件数
	金　　額

	過年度
	3
	443,088,188
	3
	48,419,000
	10.9%
	－
	－
	2
	394,669,188

	現年度
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	合　計
	3
	443,088,188
	3
	48,419,000
	10.9%
	－
	－
	2
	394,669,188


※　①・②共に件数は貸付件数で、処理状況欄の件数は完済となった貸付件数
③　小規模企業者等設備貸与資金貸付金　　延滞なし

(5) 債権明細票

（単位：件、円）

	
	貸付

件数
	

	
	
	債権残高

（元金ベース）
	

	
	
	
	期限未到来額
	未到来率

	近代化資金　
	11
	34,136,852
	0
	0.0％

	高度化資金　
	5
	2,467,169,188
	2,072,500,000
	84.0％

	小規模企業者等
設備貸与資金
	~H26年度
	0
	0
	0
	0.0％

	
	H27年度~
	22
	7,124,975,000
	7,124,975,000
	100.0％

	合　　　計
	38
	9,626,281,040
	9,197,475,000
	95.5％


(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構への償還等

（単位：円）

	
	貸付先からの　　償還金額
	返　済　額

	
	
	（独）中小企業基盤整備機構
	府（一般会計繰出）

	高度化資金
	319,245,829
	231,746,100
	86,715,000

	
	うち利息
	0
	0　
	－

	設備貸与資金
	1,303,449,195
	815,910,864
	－

	
	うち利息
	12,239,195
	7,275,864
	－

	合　　計
	1,622,695,024
	1,047,656,964
	86,715,000

	
	うち利息
	12,239,195
	7,275,864
	－


※ 貸付先からの償還金額と返済額は、償還日と返済日の年度が異なるものがあるため、一致しない。
※ 高度化資金の償還金額には違約金を含むが、返済額欄の「府（一般会計繰出）」は元金のみとなるため、違約金は含まない。

３　（一財）大阪府地域支援人権金融公社の指導

大阪府内において、福祉の推進、雇用促進など、地域の活動を支援する事業などに対し、必要な融資を行う（一財）大阪府地域支援人権金融公社の指導に努めた。

【償還状況】

（単位：円）
	貸付総額
	令和５年度末残高
	令和６年度償還額
	令和６年度末残高

	5,635,240,000
	1,170,392,036
	78,027,539
	1,092,364,497


　

【公社融資状況】
	区　分
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	件　数
	32件
	21件
	28件

	金　額
	3億円
	2億円
	2億円

	融資残高
	17億円
	16億円
	17億円


貸金業対策グループ
１　貸金業対策の推進
貸金業法（昭和58年法律第32号）及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）に基づき、貸金業者の新規、更新、変更などの登録事務を行うとともに、立入検査の実施などを通じた業者の指導・監督を行った。
	
	令和6年度
	令和5年度
	令和4年度

	予算額（千円）
	12,858
	11,107
	9,243

	決算額（千円）
	11,887
	10,160
	7,445


(1) 貸金業者の登録等
貸金業法の規定に基づき、的確に登録などの審査事務を行った。なお、業務の効率化を図るため、日本貸金業協会と協定を結び、同協会会員業者の登録申請受付等業務を無償で委託した。
ア　登録件数
	
	令和6年度末
	令和5年度末
	令和4年度末

	登録業者数
	110
	122
	120


　　　　　（内訳）
	令和5年度末
（令和6.3.31時点）
登録業者数
	登録件数
	登録消除件数
	令和6年度末
（令和7.3.31時点）
登録業者数

	122
	39
	17
	110


（注）登録件数の内訳は、新規5件、更新34件。
登録消除件数の内訳は、廃業15件、登録換0件、取消0件、期限切れ2件。
イ　更新登録状況（登録は3年ごとに更新）
	令和6年度中に
登録更新を迎える
業者から登録申請を受け付けた件数
	

	
	うち
登録更新をした
業者
	うち
登録を拒否した業者
	うち
登録更新申請を
取り下げた業者

	34
	34（100%）
	0（0%）
	0（0%）

	令和6年度中に
新規登録対象となる業者から
登録申請を
受け付けた件数
	

	
	うち
新規登録をした業者
	うち
登録を拒否した業者
	うち
登録申請を
取り下げた業者

	5
	5（100%）
	0（0%）
	0（0%）


ウ　登録申請手数料の収納状況
	
	令和6年度末
	令和5年度末
	令和4年度末

	件数（件）
	40
	38
	47

	収納額（千円）
	6,000
	5,700
	7,050


（注）　登録審査手数料１件当たり　150,000円
（注）　登録申請については、貸金業法施行規則により登録の有効期限満了の２ヵ月前までに申請しなければならないと定められているため、年度中の登録更新件数と登録申請手数料の収納件数は一致しない場合がある。
根拠法令等　　貸金業法
大阪府商工行政事務手数料条例
(2) 貸金業者の指導・監督
　　　民法改正に伴う成年年齢の引き下げや長引く物価上昇の影響等により、資金需要者等を取り巻く社会環境が変化する中、貸金業者は法の目的に則した業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図ることが強く求められている状況にある。
令和６年度は前年度に引き続き、全登録事業者に対して、更新登録時における運営状況の聴き取りや立入検査（法令等の遵守状況を確認）または貸金業務取扱主任者設置確認（日常の貸金業の営業実態を確認）により直接的なコンタクトを行い、貸金業者の更なるコンプライアンス遵守を進めた。
また、この機会に若年者に対する貸付けの有無や貸付方針、利用限度額の設定等を確認し、若年者の金銭トラブル防止に取組むよう指導を行った。
なお、苦情などの相談があった場合や継続的な指導が必要な貸金業者に対しては、別途、ヒアリング、立入検査などを通じて個別指導を行っている。令和６年度は法令遵守の認識に乏しく、度重なる府の指導に対しても改善する姿勢が見受けられない１業者に対し、行政処分（業務停止）を行った。
一方、みなし貸金業者に対しては、貸金業法完全施行以降、貸金業者に対する規制強化による影響を受けて多数の貸金業者が廃業に追い込まれたことから、廃業後の状況について、継続的な廃業確認・検査を行うとともに、残貸付債権の状況等に係る報告書の提出を求めた。
ア　立入検査の実施状況
	
	令和6年度
	令和5年度
	令和4年度

	訪問店舗数
	50
	53
	60

	検査実施店舗数
	50
	53
	60


イ　貸金業務取扱主任者設置確認実施状況
	
	令和6年度
	令和5年度
	令和4年度

	実施店舗数
	50
	59
	54


ウ　廃業業者確認状況
	
	令和6年度
	令和5年度
	令和4年度

	実施業者数
	5
	9
	17


エ　行政処分業者数の推移
	
	令和6年度
	令和5年度
	令和4年度

	業務停止
	1
	0
	1

	登録取消
	0
	0
	0

	未確知(※)による取消
	0
	0
	0


※「未確知」とは、営業所などの所在地又は貸金業者の所在を確認できないこと
オ　苦情件数
	
	令和6年度
	令和5年度
	令和4年度

	件数（件）
	0
	10
	6


２　返済困難者対策（返済困難者相談支援事業）の推進
住民に身近な市町村における相談窓口対応の充実に向けた各種支援を行った。
(1) 多重債務相談に係る市町村担当者連絡会議の開催
ア　目　的
府内市町村の多重債務相談事務及び生活困窮者自立支援制度の担当者を対象とした連絡会議を開催し、府内関係機関における相談業務の説明を行うことにより、市町村における相談対応の一層の充実や府域全体の連携強化を図った。
イ　開催日
令和6年5月22日（水）
ウ　開催場所
大阪府咲洲庁舎２階　咲洲ホール（大阪市住之江区南港北1－14－16）
　　エ　参加者
　　　　48名
(2) 債務整理に係る研修会の開催
支出額　52 千円（報償費、旅費）
ア　目　的
府内市町村等の相談員等が債務整理に関する基本的な知識を習得し、また、専門家から指導助言を受けながら、ケーススタディを行うことで相談対応力の向上を図るとともに参加者相互の緊密な連携協力関係を構築するための研修会を開催した。
イ　開催日
令和6年7月2日（火）
ウ　開催場所　
大阪府咲洲庁舎２階　咲洲ホール（大阪市住之江区南港北1－14－16）
　　エ　参加者
　　　　21名
　(3) 市町村訪問による意見交換の実施
ア　目　的
　　府内市町村における多重債務相談の対応状況や課題等を聴取することで、多重債務に係る状況把握に努めた。また、市町村相談窓口に対する各種支援策を周知し、市町村における相談対応の一層の充実や連携強化を図った。
イ　開催日
令和6年7月～8月（令和6年度は7市町を訪問）
ウ　開催場所　
　　　各市役所
(4) 成年年齢引下げに伴う若年者への注意喚起等の実施
民法改正による成年年齢引下げに伴い、若年者を対象とした金銭トラブル未然防止のため、金融リテラシー学習の視点で、啓発資料を作成し、注意喚起を行っている。
また、府ホームページや公式Facebookを活用した情報発信も実施している。
令和６年度には教育庁に対し、大阪府立学校及び府内私立高校の高校生への「金融トラブル防止」の啓発について、周知協力依頼を行った。
３　ヤミ金融対策の推進
貸金業法の登録を受けず、高金利で悪質な取り立てを行うヤミ金融の被害者からの相談に対応するとともに、近畿財務局や大阪府警察本部（以下「府警本部」という。）等と連携して、ヤミ金融被害の発生防止のため、以下のような取組みを進めた。
・　近畿財務局等からヤミ金融に係る情報提供があった場合には、被害を最小限に止めるために積極的かつ迅速に府内市町村多重債務相談事務担当者、府消費生活センター及び大阪府警察本部に情報提供を行うとともに府ホームページにも掲載し、注意喚起を実施している。
・　ヤミ金融に関する相談があれば、法外な取立てには応じる必要がないこと、悪質な取立て等については警察に相談することなどを助言している。
・　案件に応じ、府警本部、近畿財務局、府内市町村など関係機関と連携して対応している。
・　昨年度に引き続き「ヤミ金融はあなたのすぐそばに～Vol.2 商品売買等を装ったヤミ金融編～」という注意喚起チラシを作成し、府ホームページ及びFacebookなどSNS等を活用し府民・事業者等への注意喚起を実施した。また、府内市町村等に対しヤミ金融に関する情報提供を行い被害拡大防止の周知を実施した。
・　平成26年1月からは、ヤミ金融撲滅に向け、ヤミ金融等利用口座や不正利用携帯電話の情報を得た場合において、近畿財務局や府警本部へ迅速に情報提供を行っている。
・　大阪府下におけるヤミ金融被害に関しては、相談者の状況に応じて、府警本部へ直接相談内容の共有を行っている。
相談受付状況（府民からの直接の問い合わせ）
	
	令和6年度
	令和5年度
	令和4年度

	受付件数（件）
	4
	2
	2
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